
１　法人の概要

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、職員数には括弧（内数）で表示。

２　法人の行動計画(令和４～７年度)

３　財務

①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円) ＜主な経営指標＞

事業収益 流動資産

事業原価 固定資産

事業総利益（損失） 資産計

販売費及び一般管理費 流動負債

人件費（事業原価含む） 短期借入金

事業利益（損失） 固定負債

事業外収益 長期借入金

事業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金 ※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

特別利益 利益剰余金等

特別損失 純資産計 ＜退職給与引当状況 (単位:千円)＞

当期利益 負債・純資産計

※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。

　③県の財政的関与の状況（事業費補助・委託を除く）  (単位:千円)

運営状況概要書

（公益１３）

法人名： 秋田県土地開発公社 設立年月日 昭和48年4月20日

代表者職氏名 理事長　川辺　透 資本金 100,000千円 県出資等額及び比率 100,000千円 (100.0%) 所管部課名 建設部建設政策課

設立目的
公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公共用地、公用地等の取得等を行うことにより、公有地の拡大の計画的推進を図り、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与することを目的として、全額
秋田県出資で設立した。

事業概要
・公共、公用施設等に供する土地の取得、管理、処分
・国、地方公共団体等からの委託による土地取得のあっせん

関連法令、県計画 公有地の拡大の推進に関する法律

理事 監事 評議員 計 正職員 出向職員 臨時・嘱託 計

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 13(2) 4 17(2)

2 3 2 2 5

県関与のあり方 継続 経営状況 安定 取組の方向性 ・安定的経営の継続　・公益的事業の安定実施

目標
○第２期秋田県土地開発公社経営計画（Ｒ４～８年度）に基づき、安定的な経営体制を維持するとともに、公社設立の目的である公有地の拡大、公共用地の取得を着実に遂行し、公益的事業の安定実施に努める。
【目標】県からの受託業務における取得対象用地の契約達成割合…90%以上

区　　分 令和４年度 令和５年度 区　　分 令和４年度 令和５年度 項　目 令和４年度 令和５年度 増減※

2,821,016 2,636,157 5,179,711 3,196,181

2,799,740 2,618,801 715,102 733,432

21,276 17,356 5,894,813 3,929,614

15,620 20,851 11,207 13,162

100,713 99,734

5,656 △ 3,495 5,013,748 3,047,465

2,784 2,495 4,986,086 3,017,739

5,024,955 3,060,627

8,440 △ 1,000 100,000 100,000

128 769,858 768,987

869,858 868,987

8,440 △ 872 5,894,813 3,929,614 要支給額 引当額 引当率(%)

30,935 29,725 96.1%

※中小企業退職金共済に加入している。

区　分 令和４年度 令和５年度 支出目的等

年間支出

年度末残高 683,486 810,492 用地先行取得に係る土地開発基金貸付（秋田港アクセス道路事業）

役員数
(R6.7.1現在)

職員数
(R6.4.1現在)

取組
○用地取得業務については、県等と十分な情報交換や調整を行いながら公益的事業の安定実施に努める。
○また、受託業務を円滑に遂行するため、業務実施上の課題等を検証し、業務精度の向上や技術の改善を図る。
【目標】県用地担当者に対する用地取得委託業務実態調査の総合評価…平均80点

経常収支比率
 (経常収益÷経常費用)

100.3% 100.0% △0.3

流動比率
 (流動資産÷流動負債)

46218.5% 24283.4% △21935.1

自己資本比率
 (純資産計÷負債・純資産計)

14.8% 22.1% ＋7.4

有利子負債比率
 (有利子負債÷純資産計)

0.0% 0.0% ＋0.0



Ⅰ 自己評価

Ⅱ 所管課評価

Ⅲ 委員会評価

【委員からの提言】

委員会評価を踏まえた対応方針

運営状況評価表

（公益１３）

法人名： 秋田県土地開発公社

1 行動計画における目標及び取組の達成状況 2 経営状況

【令和５年度実績】 【令和５年度実績】

【自己評価】 評価 Ａ 【自己評価】 評価 Ｂ

1 行動計画における目標及び取組の達成状況 2 経営状況

【所管課評価】 評価 Ａ 【所管課評価】 評価 Ｂ

総合評価 法人全体の取組・運営状況に関するコメント

法人の対応方針 所管課の対応方針

○県からの受託業務における取得対象用地の契約達成割合：92.6％（前年度：94.8％、目標：90％以上）
○県用地担当者に対する用地取得委託業務実態調査の総合評価：平均85.5点（前年度：80.5点、目標：80点）

○当期利益：△ 872千円（前年度：8,440千円）

○契約達成割合について、前年度を下回ったものの、目標値の90％を超えたことから、起業者側の要望に概ね応
えることができたと考えている。
○また、県用地担当者を対象に行った用地取得委託業務実態調査の総合評価は平均85.5点と目標の80点を超えて
いる。
○以上の目標の達成状況から、当公社が担うべき公共的役割については、一定程度果たすことができたと評価で
きる。

○令和５年度は２件の公有地取得事業、59件のあっせん等の事業を受託したものの、川尻広面線横町工区の事業
については起業者（秋田市）の豪雨災害対応による物件等補償積算の遅れに伴い、用地交渉に入ることができな
かったため、赤字となってしまった。
○令和６年度は一定の事業量を確保できる見通しであることから、進捗管理の徹底を図るなどの業務の見直しを
行いながら黒字経営に向けて取り組んでいきたい。

○高齢化により意思能力が十分でない地権者や多数相続発生土地の増加等、様々な課題が生じてきている中、行
動計画における目標を達成し、目標を達成するための取組についても期待に応えており評価できる。
○今後も公共用地取得の中核的な専門機関として、災害復旧等迅速な対応が求められる状況においても、適正か
つ円滑な用地取得業務の遂行が期待される。

○令和５年度は単年度損益で赤字となってしまったが、累積債務はなく、県から運営に関する財政的支援も行っ
ていない。
○損益については、起業者の発注動向に左右されるものの、受託事務量の確保に向けた働きかけ等を継続して行
い、収支均衡に努めていただきたい。

Ａ
○経営状況の当期利益の赤字については、豪雨災害によるやむを得ないものであるほか、行動計画における目標については契約達成割合、用地取得委託業務実態調査の総合評価ともに目標を達成しており、安定
した法人運営であると評価できる。

○法人の損益に関しては起業者の発注動向に左右されるものであるが、引き続き、黒字確保に向けた取組や公益的事業の安定実施に努められたい。

○公社の安定的な経営を維持するため、より一層経費の削減に努めるとともに、起業者と連携して事業の計画的
な推進に向けた取組を強化する。
○また、用地取得の要請に応えることができるよう、職員のスキルアップを図るとともに、起業者と綿密な連絡
調整を行い、公共用地の迅速かつ円滑な取得に努める。

○黒字確保に向けた取組を推進し安定した経営がなされるよう、用地取得関連事務の委託ニーズの把握に努める
とともに十分な連携を図っていく。



法人名 秋田県土地開発公社

①令和６年度計算書類等

法人所管課 建設政策課
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秋田県土地開発公社定款

設 立 年 月 日 昭和４８年４月２０日

定款変更主務大臣
令和４年４月２１日

認 可 年 月 日

第１章 総則

（目的）

第１条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、処分等を行なうことに

より、公有地の拡大の計画的推進を図り、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進

に寄与することを目的とする。

（名称）

第２条 この土地開発公社は、秋田県土地開発公社（以下「公社」という。）と称

する。

（設立団体）

第３条 公社の設立団体は、秋田県とする。

（事務所の所在地）

第４条 公社は、主たる事務所を秋田県秋田市に置く。

（公告の方法）

第５条 公社の公告は、秋田県公報に掲載して行なう。

第２章 役員及び職員

第１節 役員及び職員

（役員）

第６条 公社に、次の役員を置く。

(1) 理 事 10人以内

(2) 監 事 2人

２ 理事のうち、１人を理事長とし、１人を専務理事とする。

（役員の職務及び権限）

第７条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。

２ 専務理事は、理事長を補佐して公社の業務を掌理し、理事長事故あるとき、又

は欠けたときはその職務を代行する。
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３ 理事は、この定款及び規程の定めるところにより、公社の業務を掌理する。

４ 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律（以下「法」という。）第16条第８

項の職務を行う。

（役員の任命）

第８条 理事及び監事は、秋田県知事が任命する。

２ 理事長及び専務理事は、理事のうちから秋田県知事が選任する。

（役員の任期）

第９条 役員の任期は、２年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任

期間とする。

２ 役員は、再任されることができる。

（役員の兼任の禁止）

第10条 理事と監事とは、相互に兼ねることができない。

（職員の任命）

第11条 職員は、理事長が任命する。

（兼職の禁止）

第12条 常勤の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする

団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

第２節 理事会

（設置及び構成）

第13条 公社に理事会を置く。

２ 理事会は、理事をもって構成する。

（招集）

第14条 理事会は、理事長が招集する。

２ 理事の３分の１以上、又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があった

ときは、理事長はすみやかに理事会を招集しなければならない。

３ 理事会を招集するには、理事に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日

時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。

（議事）

第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。

２ 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
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３ 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数

をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

４ 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

（書面表決等）

第16条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知さ

れた事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任

することができる。

２ 前項の場合において、前条第２項の規定の適用については、表決に参加したも

のを出席したものとみなす。

第17条 理事長は、急施を要する事項、又は軽易な事項については、理事に対し､

書面により賛否を求め、理事の過半数の回答をもって理事会の会議に替えること

ができる。この場合において、表決及び議決の方法については、当該事項につい

て、それぞれこの定款に定めるところによる。

２ 理事長は、前項の規定により決した事項について、次の理事会において報告し

なければならない。

（議事録）

第18条 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ

ならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 理事の現在数

(3) 会議に出席した理事の氏名（書面表決者及び表決委任者を含む。）

(4) 議事事項

(5) 会議の経過

２ 議事録には、出席理事のうちから議長及び会議において選任された議事録署名

人２人が署名しなければならない。

（議決事項）

第19条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 業務方法書の制定又は変更

(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算
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書及び事業報告書

(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止

(6) この定款及び規程により理事会の権限に属せしめられた事項

(7) その他公社運営上理事長が重要と認める事項

２ 前項第１号及び第２号に掲げる事項については、出席理事の３分の２以上の決

するところによる。

第３章 業務及びその執行

（業務の範囲）

第20条 公社は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

イ 法第４条第１項又は第５条第１項に規定する土地

ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

ハ 公営企業の用に供する土地

ニ 都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業の用に供する土地

ホ 観光施設事業の用に供する土地

ヘ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

ト 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

チ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な

土地

(2) 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

２ 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる

業務を行う。

(1) 前項第１号の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）の実施と併せて

整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくも

の及び当該業務に附帯する業務を行うこと。

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせ

ん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

（業務方法書）

第21条 公社の業務の執行に関する基本的な事項は、この定款に定めるもののほ
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か、業務方法書の定めるところによる。

第４章 基本財産の額その他資産及び会計

（資産）

第22条 公社の資産は、基本財産とする。

２ 公社の基本財産の額は、１億円とする。

３ 基本財産は、安全、かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくず

してはならない。

（事業年度）

第23条 公社の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終る。

（予算）

第24条 公社の予算は、毎事業年度開始前に定めなければならない。

（財務諸表及び事業報告書）

第25条 公社は、毎事業年度の終了後２カ月以内に財産目録、貸借対照表、損益計

算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し､監事の意見を付けて

これを秋田県知事に提出する｡

（利益及び損失の処理）

第26条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰

り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として積

み立てる。

２ 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備

金をとりくずして処理し、なお、不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金

として処理する。

（余裕金の運用）

第27条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得

(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

（予算の弾力条項）

第28条 理事長は予算成立後、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に

不足を生じたときは、秋田県知事の承認を得て、当該業務量の増加により増加す
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る収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合において

は、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

第５章 雑則

（解散）

第29条 公社は、理事会で出席理事の４分の３以上の同意を得たうえ、秋田県議会

の議決を経て、主務大臣の認可を受けたときに解散する。

２ 公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、

当該残余財産は、秋田県に帰属させる。

（規程への委任）

第30条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもの

のほか、規程の定めるところによる。

附 則

（施行期日）

１ この定款は、公社の成立の日から施行する。

（最初の役員の任用）

２ 公社の最初の役員の任期は、第９条の規定にかかわらず、秋田県知事が定める

ところによる。

（最初の事業年度）

３ 公社の最初の事業年度は、第23条の規定にかかわらず、公社成立の日から昭和

49年３月31日までとする。

附 則

この定款は、秋田県議会の議決を経て､主務大臣の認可を受けた日から施行する｡



出資者 秋田県

出資者・出捐者名簿



法 人 名 ：

時 点 ：

番
号

役職名称 氏名 職名
番
号

役職名称 氏名 職名

1 理事長 川辺　透 建設部長 28

2 専務理事 高橋　能成 0 29

3 理事 信田　真弓 建設部次長 30

4 理事 近藤　雅 建設部次長 31

5 理事 相馬　均 0 32

6 監事 髙井　宏司 0 33

7 監事 和田　聡
建設部建設政策
課長

34

8 0 0 0 35

9 0 0 0 36

10 0 0 0 37

11 0 0 0 38

12 0 0 0 39

13 0 0 0 40

14 0 0 0 41

15 0 0 0 42

16 0 0 0 43

17 0 0 0 44

18 0 0 0 45

19 0 0 0 46

20 0 0 0 47

21 48

22 49

23 50

24 51

25 52

26 53

27 54

秋田県出資・出捐法人　役員名簿

秋田県土地開発公社

令和6年7月1日



議案第４号

　令和６年度秋田県土地開発公社の事業計画を次のとおり定める。

　　令和６年３月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県土地開発公社理事長　　川辺　透

１　土地取得事業

事　　 業　 　名 業　 　務　　 内　　 容 事業費

国土交通省

400,000

計１箇所 400,000

２　あっせん等事業

事　　 業　 　名 業　 　務　　 内　　 容 受 託 費 用地・補償費

秋田県 千円 千円

地 方 道 路 交 付 金 事 業 国 道 ３ ４ １ 号 （ 永 田 Ⅱ ）

用 地 取 得 事 業 外 ５ ６ 事 業 の 用 地 取 得 及 び

損失補償業務

秋田市 千円 千円

都 市 計 画 道 路 川 尻 広 面 線 （ 横 町 A 工 区 ） 事 業

の用地取得及び損失補償業務

潟上市 千円 千円

武利子 澤白洲野樹園地１号線 ほ か ２ 路線 事業

の用地取得及び損失補償業務

計５９箇所 126,682 2,560,424

518 10,041

令和６年度秋田県土地開発公社事業計画について

公有地取得事業

一般国道１３号河辺拡幅用地取得事業

97,164 1,550,383

あっせん等事業

29,000 1,000,000



３　土地処分計画

業　 　務　　 内　　 容 処分予定面積 処分予定額

国土交通省 ㎡ 千円

一般国道１３号河辺拡幅事業用地 1,575 71,618

（令和２年度事業）

国土交通省

鳥海ダム用地 200,714 897,482

（令和２年度事業）

国土交通省

一般国道７号遊佐象潟道路用地 1,042 31,000

（令和３年度事業）

国土交通省

一般国道１３号河辺拡幅事業用地 1,796 177,292

（令和３年度事業）

国土交通省

鳥海ダム用地 228,050 600,000

（令和３年度事業）

秋田県

秋田天王線秋田港アクセス道路事業用地 1,712 270,163

（令和４年度事業）

国土交通省

一般国道１３号河辺拡幅事業用地 7,425 75,000

（令和５年度事業）

計７箇所 442,314 2,122,555

区　　分

代行用地



議案第５号

　令和６年度秋田県土地開発公社予算を次のとおり定める。

　　令和６年３月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県土地開発公社理事長　　川辺　透

　　令和６年度秋田県土地開発公社予算

第１条　令和６年度秋田県土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

　（収益的収入及び支出）

第２条　収益的収入及び支出の予定額を次のとおりと定める。

　 

収　入

　第１款 　事　 　業　 　収　 　益 2,249,237 千円

　　　第１項 公 有 地 取 得 事 業 収 益 2,122,555 千円

　　　第２項 あ っ せ ん 等 事 業 収 益 126,682 千円

　第２款 　事   業   外   収   益 2,576 千円

　　　第１項 受 取 利 息 20 千円

　　　第２項 雑 収 益 2,556 千円

収 入 合 計 2,251,813 千円

支　出

　第１款 　事　 　業　 　原　 　価 2,216,520 千円

　　　第１項 公 有 地 取 得 事 業 原 価 2,122,555 千円

　　　第２項 あ っ せ ん 等 事 業 原 価 93,965 千円

　第２款 　販売費及び一般管理費 21,445 千円

　　　第１項 販売費及び一般管理費 21,445 千円

支 出 合 計 2,237,965 千円

（収益的収入支出差引額 13,848 千円）

令和６年度秋田県土地開発公社予算について



　（資本的収入及び支出）

第３条　資本的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出

　額に対して不足する額2,123,103千円は、内部留保資金で補てんするものとする。)。

収　入

　第１款 　資　 本　 的　 収　 入 402,000 千円

　　　第１項 公社債及び長期借入金 402,000 千円

収 入 合 計 402,000 千円

支　出

　第１款 　資   本   的   支   出 2,525,103 千円

　　　第１項 公 有 地 取 得 事 業 費 402,600 千円

　　　第2項 固 定 資 産 取 得 費 348 千円

　　　第3項
公 社 債 償 還 金 及 び
長 期 借 入 金 償 還 金

2,122,155 千円

支 出 合 計 2,525,103 千円

　（公社債の発行及び長期借入金）

第４条　公社債の発行及び長期借入金の限度額は402,000千円と定める。



議案第６号

　令和６年度秋田県土地開発公社の資金計画を次のとおり定める。

　　令和６年３月２２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県土地開発公社理事長　　川辺　透

　　　区　　　　　　　　　　　　分　　　　 前年度決算見込額 当年度予定額 増　　減

千円 千円 千円

4,021,452 3,582,959 △ 438,493

1 公 有 地 取 得 事 業 収 益 2,532,028 2,122,555 △ 409,473

2 あ っ せ ん 等 事 業 収 益 0 0 0

3 受 取 利 息 20 20 0

4 有 価 証 券 利 息 0 0 0

5 雑 収 益 2,473 2,556 83

6 固 定 資 産 売 却 益 128 0 △ 128

7 公 社 債 及 び 長 期 借 入 金 566,147 535,755 △ 30,392

8 前 年 度 未 収 金 97,523 104,094 6,571

9 預 り 金 17,032 17,650 618

10 前 年 度 繰 越 金 806,101 800,329 △ 5,772

3,221,123 2,788,519 △ 432,604

1 あ っ せ ん 等 事 業 原 価 76,170 81,849 5,679

2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 20,308 20,748 440

3 事 業 外 費 用 0 0 0

4 公 有 地 取 得 事 業 費 566,682 533,277 △ 33,405

5 固 定 資 産 取 得 費 0 348 348

6 公 社 債 償 還 金 及 び 長 期 借 入 金 償 還 金 2,531,493 2,122,155 △ 409,338

7 前 年 度 未 払 金 5,649 7,595 1,946

8 預 り 金 返 済 16,431 17,599 1,168

9 賞 与 引 当 金 4,390 4,948 558

差                      引　　　　 800,329 794,440 △ 5,889

令和６年度秋田県土地開発公社資金計画について

受 　　入　 　資　 　金

支 　　払　 　資　 　金



法人名 秋田県土地開発公社

②令和５年度計算書類等

法人所管課 建設政策課



(単位：円)

金　　　額 摘　　　　　　要

3,196,181,279

(1) 現金及び預金 71,565,541

(2) 未収金 103,998,620

(3) 代行用地 2,945,414,118

(4) 前渡金 75,203,000

733,432,395

(1) 有形固定資産 3,275,053

(2) 投資その他の資産 730,157,342

3,929,613,674

13,162,428

(1) 未払金 6,666,266

(2) 預り金 1,547,805

(3) 引当金（賞与引当金） 4,948,357

3,047,464,552

(1) 長期借入金 3,017,739,074

(2) 引当金（退職給付引当金） 29,725,478

3,060,626,980

868,986,694 基本財産100,000,000円、準備金768,986,694円差 引 純 財 産

（令和６年３月３１日）

（５）　　財　　産　　目　　録

資  産  合  計

負  債  合  計

科　　　　　　　　目

 ２　固定負債

 １　流動負債

 １　流動資産

 ２　固定資産

（ 資 産 の 部 ）

（ 負 債 の 部 ）



１　令和５年度事業報告書

  (1) 概　況

　　本年度の概況は次のとおりである。

　　収入は公有地取得事業収益が２５億３，２０２万７，９５６円、あっせん等事業収益が１億４１２万８，８１１円、事業外

　収益が２４９万５，３２４円、特別利益が１２万８，３４９円で、総収益が２６億３，８７８万４４０円となった。

　　これに対し、支出は公有地取得事業原価２５億３，２０２万７，９５６円、あっせん等事業原価８，６７７万３，５００円、

　販売費及び一般管理費が２，０８５万８０１円で、総支出が２６億３，９６５万２，２５７円となった。

　　以上の結果、差し引き８７万１，８１７円の当期損失となった。

  (2) 公有地取得事業

①取得実績

秋田県及び国土交通省からの公有地取得事業であり、取得件数２件、面積１万６，５８５．３７平方メートル、

金額は８億７０３万１，１２２円（用地費、補償費）である。

②処分実績

秋田県及び国土交通省から依頼され、過年度に取得した土地を処分したものであり、処分件数９件、面積

６４万２，８５９．２４平方メートル、金額は２５億３，２０２万７，９５６円 （用地費、補償費、諸経費、支払利息） と

なっている。

処分面積（㎡） 処分金額（円）

一般国道13号

河辺拡幅事業用地

鳥海ダム用地

一般国道13号

河辺拡幅事業用地

鳥海ダム用地

一般国道13号

河辺拡幅事業用地

鳥海ダム用地

一般国道７号

遊佐象潟道路用地

一般国道７号

遊佐象潟道路用地

秋田天王線

秋田港アクセス道路事業

一般国道13号

河辺拡幅事業用地

642,859.24 2,532,027,956

－１－

（10）
6,013.94 77,268,338 - - 国

R５用地
国債

（６）

（７）

（８）

（９）
県

R４用地
国債

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

10,571.43 729,762,784 8,450.55 270,163,966

-

- - 263,046.87 600,000,000

- - 1,184.11 100,000,000

296,199,290

- 53,545.35 100,000,000 〃
R３用地

国債

3,836.92 5,387,997 〃
R４用地

国債
- -

合　　　計 16,585.37 807,031,122

〃
R１用地

国債

- - 340.31 40,276,703 国

〃
R３用地

国債

- - 1,352.91 220,000,000 〃
R３用地

国債

- - 247,842.55 900,000,000 〃
R２用地

国債

事　　業　　名
①　取　得　実　績 ②　処　分　実　績

依頼先 摘　　要
取得面積（㎡） 取得金額（円）

代行用地

〃
R２用地

国債

R１用地
国債

- - 63,259.67



(3) あっせん等事業

　県から５７件、東日本高速道路株式会社から１件、潟上市から１件、計５９件を受託し、受託額は１億４１２万８，８１１円

であり、内訳は次のとおりである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：円）

事業費
（用地補償費）

受託額

35,652,285 2,010,580

2,131,573 1,212,530

457,727 1,172,710

35,966,414 2,018,060

2,129,148 1,212,420

7,141,575 1,331,770

0 1,161,820

48,266,452 2,310,990

1,278,369 1,192,180

0 1,161,820

114,166 1,164,460

0 1,161,820

1,963,680 1,208,570

0 1,161,820

9,342,499 1,384,240

2,174,036 1,213,520

112,009,236 3,642,430

1,341,444 1,193,720

405,857,351 7,779,090

116,276,854 3,707,770

31,918,063 1,921,700

4,101,369 1,259,390

－２－

(21)地方道路交付金事業国道２８５号（富津内）用地取得事業 〃 〃

(17)河川改修事業三種川用地取得事業 〃 〃

(18)県単河川改良事業檜山川用地取得事業 〃 〃

(16)通常砂防事業館ノ下沢用地取得事業 〃 〃

(12)

(22)地方道路等整備事業（主）秋田八郎潟線（山内増沢）用地取得事業 〃 〃

(20)地方道路等整備事業国道３４１号（新波）用地取得事業 〃 〃

(14)県単河川改良事業小阿仁川（鎌沢）用地取得事業 〃 〃

(15)県単河川改良事業小阿仁川（大林）用地取得事業 〃 〃

(19)地方道路改築補助事業（主）秋田天王線（秋田港ｱｸｾｽ）用地取得事業 〃 〃

広域河川改修事業長木川用地取得事業 〃 〃

(13)県単河川改良事業小阿仁川（三木田）用地取得事業 〃 〃

(11)大規模特定河川事業下内川用地取得事業 〃 〃

(10)地方道路交付金事業（改築）揚の下岩脇線（吉ヶ沢）用地取得事業 〃 〃

(7) 地方道路等整備事業（建設）国道２８５号（沖田面）用地取得事業 〃 〃

(8) 地方道路等整備事業（建設）大館十和田湖線（雪沢）用地取得事業 〃 〃

(6) 地方道路交付金事業（改築）国道１０５号（阿仁幸屋渡）用地取得事業 〃 〃

(4) 地方道路交付金事業（広域連携改築）国道３４１号（永田）用地取得事業 〃 〃

(9) 土砂災害対策道路補助事業（土砂災害）比内大葛鹿角線（大葛）用地取得事業 〃 〃

(2) 交通安全対策事業（通学路緊急対策）国道２８２号（西町）用地取得事業 〃 〃

(3) 地方道路交付金事業（広域連携改築）国道２８２号（小坂北Ⅰ）用地取得事業 〃 〃

(5) 大規模特定河川事業福士川用地取得事業 〃 〃

事　　　業　　　名 委託者 摘　　要

(1) 交通安全対策事業（通学路緊急対策）国道２８２号（苦竹）用地取得事業 県
用 地 取 得
及 び 損 失
補 償 業 務



事業費
（用地補償費）

受託額

0 1,161,820

11,282,777 1,430,440

77,465,808 2,959,990

0 1,161,820

0 1,161,820

67,258,192 2,734,160

53,140,087 2,421,760

15,530,022 1,531,530

55,022,811 2,463,340

0 1,161,820

936,302 1,184,040

777,307 1,180,300

5,177,249 1,285,020

0 1,161,820

14,509,951 1,507,220

158,731,171 4,357,320

0 1,161,820

0 1,161,820

0 1,161,820

0 1,161,820

45,075,839 2,234,980

0 1,161,820

11,326,644 1,431,430

171,500 1,165,890

291 1,161,820

0 1,161,820

－３－

(48)通常砂防事業上杉ノ沢（高屋）用地取得事業 〃 〃

(46)県単河川改良事業（緊自債）刺市川（梅沢）用地取得事業 〃 〃

(47)県単河川改良事業（緊自債）入見内川（西長野）用地取得事業 〃 〃

(44)県単道路改築事業（一）大曲田沢湖線（豊岡）用地取得事業 〃 〃

(45)流域治水対策河川事業桧木内川（門屋）用地取得事業 〃 〃

(43)地方道路交付金事業（橋梁補修）国道１０５号（桁沢橋）用地取得事業 〃 〃

(41)地方道路交付金事業（広域連携改築）国道１０５号（黒沢）用地取得事業 〃 〃

(42)地方道路交付金事業（広域連携改築）（主）角館六郷線（仲村）用地取得事業 〃 〃

(39)交通安全対策事業（通学路緊急対策）（主）角館六郷線（千屋第二）用地取得事業 〃 〃

(40)交通安全対策事業（通学路緊急対策）（主）神岡南外東由利線（坊田）用地取得事業 〃 〃

(37)火山砂防事業東鮎川沢３用地取得事業 〃 〃

(38)交通安全対策事業（通学路緊急対策）（主）角館六郷線（下桜田）用地取得事業 〃 〃

(35)通常砂防事業滝ノ沢２外３渓流（牛寺沢１）用地取得事業 〃 〃

(36)通常砂防事業滝ノ沢２外３渓流（滝ノ沢４）用地取得事業 〃 〃

(33)道路メンテナンス事業（橋梁補修）楢渕横渡線（一の又橋）用地取得事業 〃 〃

(34)県単河川改良事業石沢川（老方）用地取得事業 〃 〃

(31)地方道路交付金事業（交通安全）国道１０８号（薬師堂）用地取得事業 〃 〃

(32)地方道路交付金事業（雪寒）矢島除雪ステーション用地取得事業 〃 〃

(30)地方道路等整備事業鳥海矢島線（中直根）用地取得事業 〃 〃

(28)地方街路交付金事業明田外旭川線（手形山崎町）用地取得事業 〃 〃

(29)地方道路交付金事業国道１０７号（本荘道路）用地取得事業 〃 〃

(26)県単河川改良事業（緊自債）馬場目川用地取得事業 〃 〃

(27)河川激甚災害対策特別緊急事業太平川用地取得事業 〃 〃

(24)広域河川改修事業新波川用地取得事業 〃 〃

(25)大規模特定河川事業新城川用地取得事業 〃 〃

(23)地方道路等整備事業国道１０１号（浜間口）用地取得事業 県
用 地 取 得
及 び 損 失
補 償 業 務

事　　　　業　　　　名 委託者 摘　　要



事業費
（用地補償費）

受託額

131,278,068 3,937,340

101,569,757 3,482,710

33,281,910 1,954,150

13,055,025 1,472,570

0 1,161,820

1,459,387 1,196,470

1,150,203 1,189,100

10,928,847 1,421,970

0 1,161,820

10,169,268 3,608,000

2,523,589 130,191

1,639,944,246 104,128,811

－４－

(59)武利子澤白洲野樹園地１号線ほか２路線用地取得事業 潟上市 〃

(56)県単道路改築事業羽後向田舘合線(田代）用地取得事業 〃 〃

合　　　　　計　（５９件）

(57)火山砂防事業寺田川（大滝沢）用地取得事業 〃 〃

(58)秋田自動車道（湯田IC～横手IC間）付加車線事業用地取得事業
東日本高
速道路株
式 会 社

〃

(54)地方街路交付金事業八幡根岸線（根岸町）用地取得事業 〃 〃

(55)

(49)交通安全対策事業（通学路緊急対策）植田平鹿線（下鍋倉）用地取得事業 県
用 地 取 得
及 び 損 失
補 償 業 務

(50)地方道路改築補助事業横手大森大内線（三本柳）用地取得事業 〃

地方道路等整備事業（建設）国道３９８号（稲庭ＢＰ）用地取得事業 〃 〃

(51)県単道路改築事業植田平鹿線（上都）用地取得事業 〃 〃

(52)交通安全対策事業（通学路緊急対策）大曲横手線（福小屋）用地取得事業 〃 〃

(53)通常砂防事業水上沢用地取得事業 〃 〃

〃

事　　　　業　　　　名 委託者 摘　　要



  (4) 理事会開催状況

－５－

秋田県土地開発公社個人情報の保護に関する法律施行
規程の制定について

令和６年度秋田県土地開発公社資金計画について

令和６年度秋田県土地開発公社予算について

令和６年度秋田県土地開発公社事業計画について

令和５年度秋田県土地開発公社資金計画の変更について

令和５年度秋田県土地開発公社補正予算について

令和５年度秋田県土地開発公社事業計画の変更について

令和４年度秋田県土地開発公社予算繰越について

令和４年度秋田県土地開発公社決算の承認について

令和５年度上半期の事業実施状況報告について

 5． 5．30 議案第7号

〃 〃 報告第1号

会　　　議　　　名 承認年月日 議案番号 件　　　　　　名

 5．11．14 報告第2号

令和５年第２回
秋田県土地開発公社理事会

〃 〃

〃 〃 議案第3号

〃

令和５年第３回
秋田県土地開発公社理事会

〃 議案第4号

議案第7号

〃 〃 議案第6号

令和６年第１回
秋田県土地開発公社理事会

 6． 3．22 議案第1号

〃 〃 議案第2号

議案第5号

〃 〃



( 単位：円 )

１ 流　動　資　産

(1) 現金及び預金 71,565,541

(2) 未収金 103,998,620

(3) 代行用地 2,945,414,118

(4) 前渡金 75,203,000

流動資産合計 3,196,181,279

２ 固　定　資　産

(1) 有形固定資産

ア 　車両その他の運搬具 9,291,200

　減価償却累計額 6,120,213 3,170,987

イ 　工具・器具及び備品 1,954,560

　減価償却累計額 1,850,494 104,066

有形固定資産合計 3,275,053

(2) 投資その他の資産

ア 　前払費用 106,242

イ 　長期性預金 730,000,000

ウ 　長期預託金 51,100

投資その他の資産合計 730,157,342

固定資産合計 733,432,395

3,929,613,674

（３）　貸　借　対　照　表

（令和６年３月３１日）

資　　　産　　　の　　　部

資 産 合 計



１ 流　動　負　債

(1) 未払金 6,666,266

(2) 預り金 1,547,805

(3) 引当金

ア　賞与引当金 4,948,357

引当金計 4,948,357

流動負債合計 13,162,428

２ 固　定　負　債

(1) 長期借入金 3,017,739,074

(2) 引当金

ア　退職給付引当金 29,725,478

引当金計                                     29,725,478

固定負債合計 3,047,464,552

負 債 合 計 3,060,626,980

１ 資　　本　　金

(1) 基本財産 100,000,000

資本金合計 100,000,000

２ 準　　備　　金

(1) 前期繰越準備金 769,858,511

(2) 当期純損失 871,817

準備金合計 768,986,694

資 本 合 計 868,986,694

負 債 ・ 資 本 合 計 3,929,613,674

負　　　債　　　の　　　部

資　　　本　　　の　　　部



１ 事業収益

(1) 公有地取得事業収益 2,532,027,956

(2) あっせん等事業収益 104,128,811 2,636,156,767

２ 事業原価

(1) 公有地取得事業原価 2,532,027,956

(2) あっせん等事業原価 86,773,500 2,618,801,456

17,355,311

３ 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費 20,850,801

3,495,490

４ 事業外収益

(1) 受取利息 21,188

(2) 雑収益 2,474,136 2,495,324

1,000,166

5 特別利益

(1) 固定資産売却益 128,349

871,817

871,817

経　　常　　損　　失

（４）　損　益　計　算　書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

( 単位：円 )

事　業　総　利　益

事　　業　　損　　失

当　期　純　損　失

当　  期  　損 　 失


